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確定申告についてのお知らせ
●阿南税務署で申告

１）設置期間
　令和7年２月17日（月）～ ３月17日（月）　※土・日及び祝日等を除く
　８:30～16:00【相談開始９:00】

�２）会場
　阿南税務署・３階大会議室（阿南市富岡町滝の下４番地４）

　▶源泉徴収票などの申告書作成に必要な書類
　▶マイナンバーカード

�３）�必要書類

�※マイナンバーカードをお持ちでない方は、個人番号が確認できる書類（通知カード、個人番号記載の住民票の写し又は住民票記
載事項証明書等）と、本人確認ができる書類（運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポート等）をご持参ください。

４）注意事項
　▶確定申告会場への入場には「入場整理券」が必要です。

●入場整理券の入手方法
混雑緩和のため、確定申告会場への入場には整理券が必要となります。入手方法は次の２通りです｡
▶確定申告会場で当日入手

申告会場で当日配付します。配付状況は国税庁ＨＰから確認できます。なお、入場整理券の配付状況に応じて、
後日の来場をお願いする場合がありますのでご了承ください。
▶�オンラインで事前発行

�LINE アプリで国税庁公式アカウントを友だち追加し、来場を希望される日の２営
業日前までに発行してください。

LINE アプリの
友だち追加は
こちらから→

▶確定申告会場設置期間前は、申告相談を行っておりません。
▶駐車場が大変混雑しますので、極力、公共交通機関をご利用ください。
▶�来場の際は、手指消毒及び検温の実施にご協力をお願いいたします。
▶申告書は、できるだけご自身で作成し、早めにご提出ください。
▶申告書作成について、ご自身の「スマートフォン」を用いた操作・作成指導を行っております。マイナンバーカード

をお持ちの方は、暗証番号※をご持参ください。
　※暗証番号は、利用者証明用電子証明書用（数字 4 桁）及び署名用電子証明書用（英数字 6 ～ 16 桁）の 2 種類です。

｢国税庁　マイナンバー」で検索するか、右の QR コードを読み込んで、国税
庁ホームページの「社会保障・税番号制度＜マイナンバー＞について」をご覧
ください。

国税に関するマイナンバー制度の最新情報

●e-Taxで自宅から申告
　ご自宅から、スマホ、タブレット、パソコンから、国税庁ホームページの確定申告書等作
成コーナーにアクセスし、画面の案内に従って入力することで、簡単に確定申告ができます。

１）申告手順
▶確定申告書等作成コーナーにアクセス

　　確定申告期間中は 24 時間ご利用になれます。
　▶申告書を作成

画面の案内に従って入力すれば、税額などが自動計算され、簡単に作成できます。
　▶申告書を送信
　　�マイナンバーカードを使って行う方法と、税務署などで交付を受けた「ID・パスワード方式の届出完了通知」を使っ

て行う方法があります。マイナンバーカードがあると、申告内容や税務署からのお知らせを確認できるようになり、
e-Tax をより便利にご利用いただけます。

�２）動画で見る確定申告
　確定申告書等作成コーナーを利用した入力方法の動画をご覧になれます。
　｢動画で見る確定申告」で検索するか、右の QR コードを読み込んでご覧ください。

●確定申告についてのご相談
�１）電話相談　※全国一律市内通話料金でご利用いただけます。

0570-01-5901（ヘルプデスク）

受付時間　令和7年2月  3日（月）～2月14日（金）※休祝日を除く　9:00～18:00
　　　　　令和7年2月17日（月）～3月17日（月）※休祝日を除く　9:00～20:00
　　　　　令和7年2月24日（月）～3月  2日（日）、3月9日（日）、3月16日（日）　9:00～17:00
　　　　　※上記期間以外　月曜日から金曜日※休祝日及び12月29日～1月3日を除く　9:00～17:00
　　　　　上記の電話番号がご利用できない場合などは 03-5638-5171 をご利用ください。

　操作方法など作成コーナーに関するご質問

受付時間　令和7年1月17日（金）～3月17日（月）まで
　　　　　月曜日～金曜日※祝日を除く　8:30～17:00

0570-00-5901（確定申告電話相談センター）※自動音声案内に従い『0』を選択してください。

�２）チャットボット（インターネット）
　AI（人工知能）を活用した自動応答システムです。所得税の確定申告等の作成に関する質問に対して、
税務職員ふたばが自動で回答いたします。

【お問い合わせ】阿南税務署☎ 0884-22-0414

納付方法についてのご案内（納付書以外にも納付方法があります。領収証書は発行されません。）

①振替納税（口座引落）
　毎年の確定申告等に係る国税を預貯金口座から引落しにより納付する方法です。初回のみ振替依頼

書の提出が必要です。　※紙媒体及び e-Tax による提出が可能です。

②スマホアプリ納付（Pay払い）
　スマートフォン決済専用Webサイト（国税スマートフォン決済専用サイト）

から、納税者が利用可能な6つのPay払いを選択して納付する手続きです。


